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一　

は
じ
め
に

　

平
成
三
〇
年
一
月
二
六
日
、「
企
業
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
」（
平
成
三
〇
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
が
公
布
さ
れ
、
同

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
、
平
成
二
八
年
四
月
一
八
日
に
公
表
さ
れ
た

金
融
審
議
会
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
」
報
告
（
以
下
「
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
」
と
い
う
）

に
お
け
る
提
言
を
踏
ま
え
、
企
業
と
投
資
者
と
の
建
設

的
な
対
話
を
よ
り
充
実
・
促
進
さ
せ
て
い
く
観
点
か

ら
、
非
財
務
情
報
の
開
示
充
実
や
開
示
内
容
の
共
通

化
・
合
理
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
追
加
型
投
資
信
託
に
係
る
有
価
証
券
届

出
書
の
翌
日
効
力
発
生
手
続
を
見
直
す
、「
特
定
有
価

証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い

て
」（
以
下
「
特
定
有
価
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い

う
）
お
よ
び
「
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手

続
の
特
例
等
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
」（
以
下

「
電
子
開
示
手
続
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
改
正

も
行
わ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
な
ど
も
踏
ま

え
て
解
説
す
る
。
ま
た
、
今
回
の
改
正
の
中
に
は
、
金

融
庁
が
法
務
省
と
と
も
に
、
平
成
二
九
年
一
二
月
二
八

日
に
公
表
し
た
「
一
体
的
開
示
を
よ
り
行
い
や
す
く
す

る
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
た
対
応
に
つ
い
て
」（
以

下
「
共
通
化
に
向
け
た
対
応
」
と
い
う
）
の
関
連
部
分

が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て

紹
介
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
、
意
見
に
わ
た
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
て
お
く
。

二　

改
正
の
概
要

１　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
等
の
提
言
を
踏
ま
え
た
改
正

⑴　

非
財
務
情
報
の
開
示
充
実
（「
財
政
状
態
、
経
営
成

績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
」
に

係
る
記
載
の
統
合
と
対
話
に
資
す
る
内
容
の
充
実
）

①　

背
景

　

改
正
前
の
有
価
証
券
報
告
書
で
は
、
企
業
の
経
営
成

績
等
に
関
し
、
次
の
事
項
を
求
め
て
き
た
。

　

ⅰ 　
「
業
績
等
の
概
要
」
と
し
て
、
業
績
お
よ
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
に
つ
い
て
分
析
的

に
記
載
す
る
こ
と

　

ⅱ�　
「
生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況
」
と
し
て
、
生

企
業
内
容
等
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開
示
に
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る 
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産
、
受
注
お
よ
び
販
売
の
実
績
等
を
記
載
す
る
こ

と

　

ⅲ�　
「
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
」（M

anagem
ent D

iscus-

sion and A
nalysis

：
以
下「
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
」
と
い
う
）

と
し
て
、
経
営
成
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要

因
に
つ
い
て
の
分
析
な
ど
、
財
政
状
態
、
経
営
成

績
お
よ
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
以
下
「
経
営

成
績
等
」
と
い
う
）
の
状
況
に
関
す
る
分
析
・
検

討
内
容
を
記
載
す
る
こ
と

　

こ
れ
ら
の
項
目
は
、
そ
の
時
々
の
必
要
性
に
応
じ
て

追
加
し
て
き
た
も
の
だ
が
、
現
在
の
開
示
の
状
況
を
み

る
と
、
各
項
目
に
同
じ
内
容
を
記
載
し
て
い
る
例
が
多

く
み
ら
れ
る
な
ど
、
内
容
が
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ

る
と
の
意
見
や
、
わ
が
国
の
企
業
の
「
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
」
は
、

ひ
な
型
的
な
開
示
と
な
っ
て
お
り
付
加
価
値
に
乏
し
い

と
の
意
見
が
あ
る
。

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
こ
う
し
た
意
見
も
踏
ま
え
、
内

容
が
重
複
し
て
い
る
部
分
の
合
理
化
を
図
り
つ
つ
、
こ

れ
ら
の
項
目
で
本
来
意
図
さ
れ
て
い
た
開
示
を
よ
り
充

実
さ
せ
、
よ
り
体
系
立
っ
た
わ
か
り
や
す
い
開
示
を
行

う
こ
と
で
対
話
に
資
す
る
よ
う
、
手
当
て
を
行
う
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

②　

改
正
内
容

ⅰ　

概
要

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
の
提
言
を
踏
ま
え
、「
業
績
等
の
概
要
」

お
よ
び
「
生
産
、
受
注
及
び
販
売
の
状
況
」
を
「
Ｍ
Ｄ

＆
Ａ
」
に
統
合
し
、
記
載
内
容
の
整
理
を
行
っ
た
。
改

正
後
の
「
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
」
の
項
目
で
は
、
経
営
成
績
等
の

状
況
（
生
産
、
受
注
お
よ
び
販
売
の
状
況
を
含
む
）
の

概
要
お
よ
び
経
営
者
の
視
点
に
よ
る
当
該
経
営
成
績
等

の
状
況
に
関
す
る
分
析
・
検
討
内
容
を
記
載
す
る
こ
と

と
し
た
（
図
表
１
）。

　

な
お
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
の
記
載
に
当
た
っ
て
、
企
業
の
開

示
内
容
が
投
資
者
に
と
っ
て
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る

の
で
あ
れ
ば
、
改
正
前
の
「
業
績
等
の
概
要
」、「
生
産
、

受
注
及
び
販
売
の
状
況
」
お
よ
び
「
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
」
に
相

当
す
る
内
容
を
一
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
や
、
別
々
に

記
載
す
る
こ
と
の
ど
ち
ら
も
可
能
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
本
改
正
で
は
、
経
営
成
績
等
の
状
況
の

分
析
・
検
討
の
記
載
を
充
実
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
次
の

記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

ア�　

経
営
成
績
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
事
業
全
体
お

よ
び
セ
グ
メ
ン
ト
別
に
、
た
と
え
ば
、
経
営
成
績

に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
要
因
な
ど
、
経
営
者
の

視
点
に
よ
る
認
識
お
よ
び
分
析

　

イ�　

経
営
者
が
経
営
方
針
・
経
営
戦
略
等
の
中
長
期

的
な
目
標
に
照
ら
し
て
経
営
成
績
等
を
ど
の
よ
う

に
分
析
・
評
価
し
て
い
る
か

　

ウ�　

資
本
の
財
源
お
よ
び
資
金
の
流
動
性
に
係
る
情

報

　
「
資
本
の
財
源
及
び
資
金
の
流
動
性
に
係
る
情
報
」

は
投
資
者
が
投
資
判
断
を
行
う
上
で
重
要
な
情
報
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
、
分
析
・
検
討
内
容
の
例

と
し
て
示
し
て
い
た
が
、
現
在
の
開
示
の
状
況
に
つ
い

て
は
、
単
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
要
約
を

文
章
化
し
た
記
載
に
と
ど
ま
り
、
本
来
求
め
ら
れ
る
開

示
が
行
わ
れ
て
い
な
い
例
が
多
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
で
本
来
求
め
ら
れ
る
開
示
内
容

を
よ
り
充
実
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
記
載
を
求
め
る
こ
と

と
し
た
。
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
単
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
要
約
を
文

章
化
し
た
も
の
を
記
載
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
企
業
の

経
営
内
容
に
即
し
て
、
た
と
え
ば
、
重
要
な
資
本
的
支

出
の
予
定
お
よ
び
そ
の
資
金
の
調
達
源
は
何
で
あ
る
か

な
ど
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

ⅱ　

経
営
者
の
視
点

　

Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
経
営
成
績
等
の
状
況

に
関
す
る
十
分
な
分
析
・
検
討
は
、
経
営
者
の
視
点
か

ら
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
方
の
下
、
改

正
前
に
お
い
て
も
、
企
業
の
責
任
者
で
あ
る
「
提
出
会

社
の
代
表
者
」
に
よ
る
分
析
・
検
討
内
容
の
記
載
を
求

め
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
開
示
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
経
営
者
の
視
点
に
よ
る
分
析
・
検
討
が
欠

け
て
い
る
例
が
多
い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告

に
お
い
て
、
事
業
全
体
お
よ
び
セ
グ
メ
ン
ト
別
の
経
営

成
績
等
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
要
因
に
つ
い
て
「
経

営
者
の
視
点
」
に
よ
る
認
識
と
分
析
な
ど
を
記
載
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
の
記
載

内
容
の
明
確
化
の
観
点
か
ら
、
規
定
を
「
提
出
会
社
の

代
表
者
」
か
ら
「
経
営
者
の
視
点
」
に
変
更
し
て
い
る
。

　

Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
で
は
、
事
業
の
状
況
等
に
関
し
て
投
資
者

が
適
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
経
営
者
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の
視
点
に
よ
る
経
営
成
績
等
の
状
況
に
関
す
る
十
分
な

分
析
・
検
討
内
容
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
本
改
正
は
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
で
本
来
求
め
ら
れ
て
い

る
開
示
内
容
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
結
果
的

に
同
様
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
項
目
の
統
合
を
図
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
企
業
と
投
資
者
と
の
対
話
に
資
す
る
、

よ
り
体
系
立
っ
た
わ
か
り
や
す
い
開
示
の
実
現
を
目
指

し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
の
記
載
に
当

た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
経
営
者
が
早

期
に
関
与
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
経
営
成
績
等
の
う

ち
、
何
を
評
価
し
、
何
を
問
題
視
し
て
い
る
か
な
ど
に

つ
い
て
、
投
資
者
に
よ
り
わ
か
り
や
す
い
開
示
を
行
う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ⅲ　

そ
の
他

　

四
半
期
報
告
書
お
よ
び
半
期
報
告
書
に
お
け
る
Ｍ
Ｄ

＆
Ａ
（
半
期
報
告
書
の
場
合
は
「
業
績
等
の
概
要
」）
で

は
、
こ
れ
ま
で
、
前
年
同
四
半
期
連
結
累
計
期
間
（
半

期
報
告
書
の
場
合
は
前
年
同
期
。
以
下
、
こ
の
ⅲ
に
お

い
て
同
じ
）
と
の
比
較
・
分
析
を
記
載
す
る
こ
と
を
求

め
て
き
た
が
、
前
年
同
四
半
期
と
の
比
較
よ
り
も
、
当

該
事
業
年
度
の
経
営
状
況
の
ほ
う
が
投
資
者
に
と
っ
て

よ
り
重
要
な
情
報
と
な
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
た
め
、
本
改
正
で
は
、
経
営
戦
略
等
を
定
め

て
い
る
場
合
で
、
当
該
経
営
戦
略
等
と
の
比
較
が
前
年

同
四
半
期
連
結
累
計
期
間
と
の
比
較
よ
り
も
、
投
資
者

の
理
解
を
深
め
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
前
年
同
四

半
期
連
結
累
計
期
間
と
の
比
較
・
分
析
に
代
え
て
、
自

社
の
経
営
戦
略
等
と
比
較
・
分
析
し
て
記
載
す
る
こ
と

を
可
能
と
し
た
。

⑵　

新
株
予
約
権
等
の
記
載
の
合
理
化

①　

背
景

　

有
価
証
券
報
告
書
の
「
新
株
予
約
権
等
の
状
況
」、

「
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
内
容
」
お
よ
び
「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
」
は
、
い
ず
れ
も
株
式
の
希
釈
化

の
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
開
示
項
目
で
あ
る

が
、

　

・ 　
「
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
内
容
」
は
買
収
防
衛
策
と

し
て
発
行
さ
れ
た
新
株
予
約
権
で
あ
る
こ
と

　

・ 　
「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
」
は
役

職
員
の
報
酬
と
し
て
発
行
さ
れ
た
新
株
予
約
権
で

あ
る
こ
と

を
、
そ
れ
ぞ
れ
投
資
者
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、「
新
株

予
約
権
等
の
状
況
」
と
一
部
記
載
内
容
が
重
複
す
る
部

分
が
生
じ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
別
個
に
記

載
す
る
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、「
各
制
度
の

定
着
状
況
等
を
踏
ま
え
る
と
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、

別
個
の
欄
と
せ
ず
と
も
投
資
者
が
当
該
有
価
証
券
の
性

質
等
を
誤
認
す
る
お
そ
れ
は
小
さ
く
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
各
欄
を
統
合
し
、
ラ
イ
ツ
プ
ラ

ン
及
び
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
を
記
載
す

る
こ
と
で
開
示
項
目
を
合
理
化
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
」
と
提
言
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
共
通
化
に
向
け
た
対
応
に
お
い
て
も
、
ⅰ
有

価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
、「
新
株
予
約
権
等
の
状

況
」、「
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
内
容
」
お
よ
び
「
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
」
の
項
目
を
統
合
し
、
か
つ
、

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
注
記

へ
の
集
約
を
可
能
と
す
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
（
以
下
「
開
示
府
令
」
と
い
う
）
の
改
正

〔図表１〕　MD&Aの記載に関する変更
第三号様式（有価証券報告書）

改正後の様式 改正前の様式
第２【事業の状況】
　１【�経営方針，経営環境及び対処すべ

き課題等】
　２【事業等のリスク】
　３【�経営者による財政状態，経営成績

及びキャッシュ・フローの状況の
分析】

　４【経営上の重要な契約等】
　５【研究開発活動】

第２【事業の状況】
　１【業績等の概要】

　２【生産，受注及び販売の状況】
　３【�経営方針，経営環境及び対処すべ

き課題等】

　４【事業等のリスク】
　５【経営上の重要な契約等】
　６【研究開発活動】
　７【�財政状態，経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析】
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を
行
う
、
ⅱ
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
記
載
時
点
に

つ
い
て
、
事
業
年
度
末
か
ら
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
日
の
前
月
末
の

記
載
を
省
略
可
能
と
す
る
開
示
府
令
の
改
正
を
行
う
、

ⅲ
開
示
府
令
の
様
式
の
表
を
撤
廃
し
、
一
覧
表
形
式
で

記
載
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
開
示
府
令
の
改
正
を
行

う
と
さ
れ
た
。

　

②　

改
正
内
容

　

ⅰ�　

有
価
証
券
報
告
書
お

よ
び
有
価
証
券
届
出
書

の
様
式
改
正
（
注
一
）

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
の
提
言
等
を

踏
ま
え
、
有
価
証
券
報
告
書

等
の
「
株
式
等
の
状
況
」
欄

の
う
ち
、
改
正
前
の
「
新
株

予
約
権
等
の
状
況
」
以
外
の

箇
所
に
お
け
る
「
ラ
イ
ツ
プ

ラ
ン
の
内
容
」
お
よ
び
「
ス

ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の

内
容
」
の
記
載
欄
を
撤
廃

し
、「
新
株
予
約
権
等
の
状

況
」
に
「
①
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
」、「
②

ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
内
容
」
お

よ
び
「
③
そ
の
他
の
新
株
予

約
権
等
の
状
況
」
を
集
約
し

て
記
載
で
き
る
よ
う
に
し
た

（
図
表
２
）。
ま
た
、
改
正
前

の
様
式
の
表
を
撤
廃
す
る
こ

と
で
、
企
業
の
判
断
に
よ
り

新
株
予
約
権
の
過
去
発
行
分

を
一
覧
表
形
式
で
記
載
す
る

こ
と
を
可
能
と
し
た
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
株
予
約

権
の
行
使
期
間
や
行
使
の
条
件
な
ど
、
投
資
者
保
護
上

必
要
な
も
の
と
し
て
改
正
前
に
求
め
て
い
た
各
事
項
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
記
載
を
要
す
る
。

　

ま
た
、「
新
株
予
約
権
等
の
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
投

資
判
断
に
必
要
な
最
新
の
情
報
を
投
資
者
に
提
供
す
る

観
点
か
ら
、
事
業
年
度
末
お
よ
び
有
価
証
券
報
告
書
提

出
日
の
前
月
末
現
在
の
記
載
を
求
め
て
い
る
が
、
有
価

証
券
報
告
書
提
出
日
の
前
月
末
現
在
の
情
報
に
つ
い
て

は
、
事
業
年
度
末
の
情
報
か
ら
変
更
が
な
い
場
合
に

は
、
変
更
な
い
旨
の
記
載
の
み
で
よ
い
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
は
、
事
業
年
度
末
か
ら
変
更
が
な
い
場
合
に
は
記

載
が
重
複
す
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
企
業
負
担
に
も

配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
」

に
つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
注
記
（
日
本
基
準
）
に
お
い

て
も
そ
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度
の
内
容
」
に
記
載

す
べ
き
事
項
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
「
第
５　

経
理
の

状
況
」
の
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
注
記
に
記

載
し
て
い
る
場
合
に
は
、「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制

度
の
内
容
」
に
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
注
記
に
お
い
て
記
載
し
た
事
項
の
記
載
の
省
略
を

可
能
と
し
た
（
図
表
３
）。

ⅱ　

四
半
期
報
告
書
お
よ
び
半
期
報
告
書
の
様
式
改

正
（
注
二
）

　

四
半
期
報
告
書
お
よ
び
半
期
報
告
書
に
お
い
て
は
、

改
正
前
は
、「
新
株
予
約
権
等
の
状
況
」、「
ラ
イ
ツ
プ
ラ

〔図表２〕　有報等の新株予約権等の状況の記載に関する変更
第三号様式（有価証券報告書）

改正後の様式 改正前の様式
⑵　【新株予約権等の状況】
　①　【ストックオプション制度の内容】
　②　【ライツプランの内容】
　③　【その他の新株予約権等の状況】
⑶　【�行使価額修正条項付新株予約権付

社債券等の行使状況等】
⑷　【発行済株式総数，資本金等の推移】
⑸　【所有者別状況】
⑹　【大株主の状況】
⑺　【議決権の状況】
⑻　【役員・従業員株式所有制度の内容】

⑵　【新株予約権等の状況】

⑶　【�行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等の行使状況等】

⑷　【ライツプランの内容】
⑸　【発行済株式総数，資本金等の推移】
⑹　【所有者別状況】
⑺　【大株主の状況】
⑻　【議決権の状況】
⑼　【ストックオプション制度の内容】
⑽　【従業員株式所有制度の内容】

〔図表３〕�　「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部を「第５
　経理の状況」の注記事項（ストック・オプション等関係）に記載して
いる場合の記載例

①【ストックオプション制度の内容】
ストックオプション制度の内容は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事
項」の（ストック・オプション等関係）に記載している。
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ン
の
内
容
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
本
改
正
に

よ
り
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
「
新
株
予
約
権
等
の
状
況
」

に
統
合
し
た
上
で
、「
①
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度

の
内
容
」、「
②
そ
の
他
の
新
株
予
約
権
等
の
状
況
」
に

分
け
て
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
（
図
表
４
）。
改
正

前
の
「
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
の
内
容
」
は
、「
②
そ
の
他
の
新

株
予
約
権
等
の
状
況
」
に
含
め
て
記
載
す
る
こ
と
と
な

る
。⑶　

大
株
主
の
状
況
に
係
る
記
載
の
共
通
化

①　

背
景

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
企
業
と
株
主
・
投
資
者
と
の
建

設
的
な
対
話
を
充
実
さ
せ
て
い
く
観
点
か
ら
、
事
業
報

告
・
計
算
書
類
と
有
価
証
券
報
告
書
に
つ
い
て
、
同
種

の
開
示
項
目
お
よ
び
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
は
記
載
を
共
通
化
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
提
言

さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、「
事
業
報
告
の
『
上
位
一
〇
名

の
株
主
の
状
況
』
で
は
、
所
有
割
合
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
発
行
済
株
式
に
つ
い
て
、
大
株
主
の
議
決
権
に
着

目
し
て
自
己
株
式
を
控
除
し
て
い
る
の
に
対
し
、
有
価

証
券
報
告
書
の
『
大
株
主
の
状
況
』
で
は
、
流
通
市
場

へ
の
情
報
提
供
等
の
観
点
か
ら
自
己
株
式
を
控
除
し
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
株
式
の
数
に
係
る
情

報
は
『
議
決
権
の
状
況
』
等
で
も
開
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
『
大

株
主
の
状
況
』
に
お
い
て
も
、
発
行
済
株
式
か
ら
自
己

株
式
を
控
除
す
る
こ
と
で
事
業
報
告
と
の
共
通
化
を
図

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
共
通
化
に
向
け
た
対
応
に
お
い
て
も
、
株
式

の
所
有
割
合
に
つ
い
て
、
有
価
証
券
報
告
書
で
も
、
発

行
済
株
式
総
数
か
ら
自
己
株
式
数
を
控
除
し
て
算
定
す

る
こ
と
と
す
る
開
示
府
令
の
改
正
を
行
う
と
さ
れ
た
。

②　

改
正
内
容

　

前
記
の
提
言
等
を
踏
ま
え
、
有
価
証
券
報
告
書
等
の

「
大
株
主
の
状
況
」
の
記
載
内
容
を
改
正
（
注
三
）
し
、

事
業
報
告
と
同
様
に
、
自
己
株
式
を
控
除
し
た
発
行
済

株
式
の
総
数
を
基
礎
と
し
て
、
大
株
主
の
株
式
所
有
割

合
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
、
両
者
の
記
載
内
容
を
共
通

化
し
た
。

⑷　

株
主
総
会
日
程
の
柔
軟
化
の
た
め
の
開
示
の
見
直
し

①　

背
景

　

会
社
法
上
、
株
主
が
基
準
日
か
ら
三
カ
月
以
内
に
行

使
す
る
権
利
に
限
り
、
基
準
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
三
月
決
算
の

会
社
が
七
月
に
株
主
総
会
を
開
催
す
る
場
合
、
議
決
権

行
使
基
準
日
を
四
月
以
降
（
決
算
日
よ
り
遅
い
日
）
と

す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
で
、
有
価
証
券
報
告
書
お
よ

び
事
業
報
告
で
は
、
事
業
年
度
末
に
お
け
る
「
大
株
主

の
状
況
」
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
三
月
決
算
の
会
社
が
七
月
に
株
主
総
会
を
開
催
す

る
場
合
、
議
決
権
行
使
基
準
日
に
お
け
る
株
主
の
確
定

と
は
別
に
、
大
株
主
の
状
況
等
を
開
示
書
類
に
記
載
す

る
た
め
に
事
業
年
度
末
に
お
け
る
株
主
を
確
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
企
業
の
事
務
負
担
が
増
加
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
上
場
会
社
は
、
株
主
と
の
建
設

的
な
対
話
の
促
進
や
、
そ
の
た
め
の
正
確
な
情
報
提
供

等
の
観
点
を
考
慮
し
て
、
株
主
総
会
関
連
の
日
程
を
適

切
に
設
定
す
べ
き
で
あ
り
、
上
場
会
社
の
こ
う
し
た
取

組
み
を
後
押
し
す
る
観
点
か
ら
、
株
主
総
会
に
係
る
開

〔図表４〕�　四半期報告書，半期報告書の新株予約権等の状況の記載に関する変更
第四号の三様式（四半期報告書）

改正後の様式 改正前の様式
⑵　【新株予約権等の状況】
　①　【ストックオプション制度の内容】
　②　【その他の新株予約権等の状況】
⑶　【�行使価額修正条項付新株予約権付

社債券等の行使状況等】

⑷　【発行済株式総数，資本金等の推移】
⑸　【大株主の状況】
⑹　【議決権の状況】

⑵　【新株予約権等の状況】

⑶　【�行使価額修正条項付新株予約権付
社債券等の行使状況等】

⑷　【ライツプランの内容】
⑸　【発行済株式総数，資本金等の推移】
⑹　【大株主の状況】
⑺　【議決権の状況】
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示
の
日
程
・
手
続
に
つ
い
て
自
由
度
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
株
主
総
会
日
程
の
柔
軟
化

を
図
る
た
め
、
た
と
え
ば
三
月
決
算
の
会
社
が
株
主
総

会
を
七
月
に
開
催
す
る
場
合
に
支
障
と
な
り
得
る
開
示

書
類
の
記
載
を
見
直
す
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
。

②　

改
正
内
容

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
の
提
言
を
踏
ま
え
、
議
決
権
行
使
基
準

日
を
決
算
日
以
外
の
日
と
す
る
企
業
の
事
務
負
担
が
増

加
し
な
い
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
有
価
証
券
報
告
書

に
お
け
る
「
大
株
主
の
状
況
」
の
記
載
時
点
を
、
事
業

年
度
末
か
ら
原
則
と
し
て
議
決
権
行
使
基
準
日
へ
変
更

し
た
（
注
四
）。
あ
わ
せ
て
、
有
価
証
券
報
告
書
の
「
大

株
主
の
状
況
」
と
同
様
に
、
株
主
名
簿
に
依
拠
し
て
記

載
さ
れ
る
「
所
有
者
別
状
況
」
お
よ
び
「
議
決
権
の
状

況
」
に
つ
い
て
も
、
記
載
時
点
を
事
業
年
度
末
か
ら
原

則
と
し
て
議
決
権
行
使
基
準
日
へ
変
更
し
た
。

⑸　

適
用

　

こ
れ
ら
の
開
示
府
令
の
改
正
は
、
平
成
三
〇
年
一
月

二
六
日
に
公
布
、
施
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
改
正
後

の
規
定
は
、
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
以
後
に
終
了
す

る
事
業
年
度
を
最
近
事
業
年
度
と
す
る
有
価
証
券
届
出

書
お
よ
び
当
該
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
か

ら
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
半
期
報
告
書
、
四
半
期
報
告

書
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
事
業
年
度
に
係
る
書
類
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

２　

追
加
型
投
資
信
託
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
の

翌
日
効
力
発
生
手
続
の
見
直
し

⑴　

改
正
の
概
要

　

追
加
型
の
投
資
信
託
に
係
る
届
出
書
の
効
力
発
生
期

間
の
短
縮
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
特
定
有
価
開
示
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
①
届
出
書
提
出
日
前
一
年
の
応
答

日
（
以
下
「
応
答
日
」
と
い
う
）
に
お
い
て
届
出
書
を

す
で
に
提
出
し
て
お
り
、
届
出
書
提
出
日
ま
で
継
続
し

て
募
集
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
②
届
出
書
提
出
日
ま
で

に
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
、
③
応
答

日
以
後
届
出
書
提
出
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
適
正
に
継

続
開
示
義
務
を
履
行
し
て
い
る
こ
と
、
の
す
べ
て
に
該

当
し
、
届
出
者
か
ら
、
効
力
発
生
期
間
の
短
縮
を
希
望

す
る
旨
の
書
面
に
よ
る
申
出
が
あ
る
場
合
、
届
出
書
提

出
日
の
翌
日
に
効
力
を
発
生
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
継
続
的
に
募
集
さ
れ
る
追
加
型
投
資
信

託
に
係
る
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
届
出
者
か
ら
、

提
出
日
の
翌
日
を
申
込
期
間
の
始
期
と
し
て
記
載
し
た

届
出
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
書
面
に
よ
る
申
出

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
間
短
縮
を
希
望
す
る
旨
の

意
思
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
追
加
型
の
投
資
信

託
に
係
る
届
出
書
の
翌
日
効
力
発
生
の
た
め
の
手
続
に

お
け
る
届
出
者
か
ら
の
書
面
に
よ
る
申
出
を
不
要
と
す

る
改
正
を
行
っ
た
。

⑵　

適
用

　

改
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
注
五
）
は
、
平
成
三
〇
年
二

月
一
日
よ
り
、
適
用
さ
れ
て
い
る
。

三　

有
価
証
券
報
告
書
と
事
業
報
告
等
の
記
載

内
容
の
共
通
化
や
一
体
化
を
容
易
と
す
る
た

め
の
対
応

　

わ
が
国
の
年
度
の
企
業
開
示
の
実
務
で
は
、
株
主
総

会
前
に
会
社
法
に
基
づ
く
事
業
報
告
・
計
算
書
類
が
提

供
さ
れ
、
株
主
総
会
後
に
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く

有
価
証
券
報
告
書
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

開
示
は
、

　

・ 　

株
主
・
債
権
者
へ
の
情
報
提
供
や
株
主
総
会
に

係
る
適
正
手
続
の
確
保
（
会
社
法
開
示
）

　

・ 　

株
主
・
投
資
者
へ
の
十
分
な
情
報
開
示
の
確
保

（
金
融
商
品
取
引
法
開
示
）

と
い
う
要
請
を
満
た
す
べ
く
、
企
業
の
実
務
も
踏
ま
え

て
構
築
さ
れ
、
定
着
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

諸
外
国
で
は
、
決
算
期
末
か
ら
株
主
総
会
開
催
日
ま

で
の
期
間
が
日
本
の
場
合
よ
り
も
長
く
、
わ
が
国
の
金

融
商
品
取
引
法
と
会
社
法
が
そ
れ
ぞ
れ
要
請
す
る
開
示

内
容
に
相
当
す
る
内
容
を
記
載
し
た
「
一
つ
の
書
類
」

を
作
成
し
、
株
主
総
会
前
に
開
示
し
て
い
る
例
が
み
ら

れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
制
度
上
、
金
融
商
品
取

引
法
と
会
社
法
の
両
方
の
要
請
を
満
た
す
「
一
つ
の
書

類
」
を
開
示
す
る
こ
と
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
（
注

六
）。
し
か
し
な
が
ら
、
実
務
で
は
、
決
算
期
末
か
ら
株

主
総
会
開
催
日
ま
で
の
期
間
が
諸
外
国
に
比
べ
て
短
い

こ
と
も
あ
り
（
注
七
）、「
一
つ
の
書
類
」
に
よ
る
開
示

に
向
け
た
動
き
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た
、
開
示
書
類
の
記
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載
例
の
相
違
等
か
ら
記
載
内
容
の
共
通
化
を
行
い
に
く

い
と
の
指
摘
も
み
ら
れ
た
。

　

昨
年
一
二
月
二
八
日
、
金
融
庁
は
法
務
省
と
と
も

に
、
投
資
者
と
企
業
と
の
建
設
的
な
対
話
を
よ
り
促
進

す
る
観
点
か
ら
、
有
価
証
券
報
告
書
と
事
業
報
告
・
計

算
書
類
の
記
載
内
容
の
共
通
化
や
一
体
化
を
よ
り
容
易

と
す
る
た
め
の
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て
、
共
通
化
に

向
け
た
対
応
を
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
共
通
化
に
向
け

た
対
応
に
掲
げ
た
項
目
の
う
ち
法
令
改
正
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
今
般
、
改
正
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
項
目
（
従
業
員
の
状

況
、
主
要
な
設
備
の
状
況
、
役
員
の
状
況
、
監
査
報
酬

の
内
容
等
）
に
つ
い
て
は
、
法
令
改
正
で
対
応
し
た
項

目
も
含
め
て
、
本
年
三
月
三
〇
日
に
、
財
務
会
計
基
準

機
構
か
ら
、
有
価
証
券
報
告
書
と
事
業
報
告
・
計
算
書

類
の
記
載
内
容
の
共
通
化
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
ポ
イ

ン
ト
や
記
載
事
例
が
公
表
さ
れ
た
（
注
八
）。

　

有
価
証
券
報
告
書
と
事
業
報
告
・
計
算
書
類
の
記
載

内
容
の
共
通
化
や
一
体
化
を
行
お
う
と
す
る
企
業
に
お

か
れ
て
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
も
参
考
に
し
な
が
ら
、

十
分
か
つ
正
確
、
適
時
な
開
示
を
行
う
こ
と
で
、
投
資

者
と
の
建
設
的
な
対
話
が
一
層
促
進
さ
れ
る
よ
う
検
討

い
た
だ
き
た
い
。

（
注
一
） 

有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
様

式
、
第
二
号
の
四
様
式
、
第
二
号
の
五
様
式
、
第
二
号

の
六
様
式
お
よ
び
第
二
号
の
七
様
式
を
、
有
価
証
券
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
様
式
、
第
三
号
の
二
様
式

お
よ
び
第
四
号
様
式
を
改
正
。

（
注
二
） 

四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
三
様

式
を
、
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
様
式
お
よ

び
第
五
号
の
二
様
式
を
改
正
。

（
注
三
） 

有
価
証
券
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
様

式
、
第
二
号
の
四
様
式
、
第
二
号
の
五
様
式
、
第
二
号

の
六
様
式
お
よ
び
第
二
号
の
七
様
式
を
、
有
価
証
券
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
様
式
、
第
三
号
の
二
様
式

お
よ
び
第
四
号
様
式
を
、
四
半
期
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
第
四
号
の
三
様
式
を
、
半
期
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

第
五
号
様
式
お
よ
び
第
五
号
の
二
様
式
を
、
親
会
社
等

状
況
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
の
四
様
式
を
改

正
。

（
注
四
） 

事
業
報
告
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
、

「
上
位
一
〇
名
の
株
主
の
状
況
」
の
記
載
時
点
を
議
決

権
行
使
基
準
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
会
社
法
施

行
規
則
を
改
正
。

（
注
五
） 

特
定
有
価
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
八
–
一
、
電
子

開
示
手
続
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
四
–
三
。

（
注
六
） 

有
価
証
券
報
告
書
は
、
開
示
府
令
で
一
定
の
様

式
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
定
め
ら
れ
た
各
記
載
項
目

に
関
連
し
た
事
項
を
追
加
で
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
（
開
示
府
令
第
三
号
様
式
記
載
上
の
注

意
⑴
ａ
）。
し
た
が
っ
て
、
事
業
報
告
・
計
算
書
類
に
記

載
す
る
こ
と
が
明
示
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
つ

い
て
も
、
有
価
証
券
報
告
書
の
関
連
箇
所
に
記
載
す
る

こ
と
で
、
記
載
内
容
の
共
通
化
や
「
一
つ
の
書
類
」
を

作
成
・
開
示
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
会
社
法
で
は
書
類
の
名
称
の
定
め
は
な
い
た
め
、

必
ず
し
も
「
事
業
報
告
」
な
ど
の
名
称
を
示
す
必
要
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
七
） 

な
お
、
多
く
の
企
業
は
議
決
権
行
使
基
準
日
を

決
算
日
に
設
定
し
て
い
る
た
め
、
決
算
日
か
ら
三
カ
月

以
内
に
（
三
月
決
算
会
社
で
あ
れ
ば
六
月
末
ま
で
に
）

株
主
総
会
を
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
議
決
権
行
使

基
準
日
は
定
款
変
更
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
実
際
に
、
昨
年
の
株
主
総
会
に
お
い
て
、
株
主

と
の
建
設
的
な
対
話
の
促
進
を
理
由
と
し
て
議
決
権
行

使
基
準
日
を
変
更
し
た
企
業
も
み
ら
れ
て
い
る
。

（
注
八
） 

財
務
会
計
基
準
機
構
「
有
価
証
券
報
告
書
の
開

示
に
関
す
る
事
項

─
『
一
体
的
開
示
を
よ
り
行
い
や

す
く
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
た
対
応
に
つ
い

て
』
を
踏
ま
え
た
取
組

─
」（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇

日
）。

（
お
お
た
に
・
じ
ゅ
ん

あ
が
り
・
さ
と
し

ほ
り
う
ち
・
は
や
と

お
か
む
ら
・
け
ん
じ
）


